
 

船舶事故等調査報告書 

                                   平成２３年６月３０日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第１６号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２３年１月１１日（火） １４時２０分ごろ 

発生場所 千葉県銚子市犬吠埼灯台から真方位２２５°３.０海里付近 

（概位 北緯３５°４０.４′ 東経１４０°４９.６′） 

事故等調査の経過  平成２３年１月２１日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（横浜事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

モーターボート 新洋
しんよう

丸、４.８６トン 

 ２３２－３５９８０千葉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、銚子市犬吠埼沖において操業中、平成

２３年１月１１日１４時２０分ごろ、主機が停止し、航行不能となった。 

 その後、本船は、巡視船により銚子市銚子漁港にえい
．．

航された。 

 気象・海象 気象：天気 薄曇り、風向 北北東、気温 約５.３℃   

 その他の事項  本船は、その後の点検の結果、主機の燃料フィルターが目詰まりしてい

ることが判明した。 

 主機燃料フィルターは、機関取扱説明書で５００時間または２～３か月

ごとに取り替えるよう記載されていたが、本船では長期間取り替られてい

なかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、犬吠埼沖において操業中、主機燃料フ

ィルターに目詰まりが生じたことから燃料油の供

給が途絶えて機関が停止し、航行不能になったも

のと考えられる。 

 主機燃料フィルターは、長期間取り替えられ

ず、汚損が進行して目詰まりが生じたものと考え

られる。 

 船長が、主機燃料フィルターを適切な間隔で交

換していれば、本インシデントの発生を防止でき

た可能性があると考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、犬吠埼沖において操業中、主機燃料フィル

ターに目詰まりが生じたため、機関が停止したことにより発生したものと

考えられる。 

 




